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平成 23年 2丹 178判決意渡し 問時判決j京本領我 裁判所書記宮

平成 22年内初 15 3-~手 不当利得返還iiif求問訴事件(原稿・那覇地方裁判所沖純

ng平成 21年(ワ)第 31 1吟〉
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間代表者代表取締役

時訴訟代四人弁護士

プ口ミス株式会社
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l 本件控訴を棄却する。

2 控訴費用は控訴人の負担とする。

実及び埋 rJJ

第 1 控訴の趣旨

1 関*11決を取り消フ品

2 被控訴人の請求を棄却す -C>，)0 

(以下、!Il併話・ 11略称については原判決のそれに従う〉

2 審埋の経過等

1 本件請求の概

保 縫

C家 [を 7今

11時 4よ

Ji!. まig 良[~

刀く 本立 宏

被控訴人誌、段訴人と の 間 ( Jj文3年 10 F1 1 7日から平成 21年 3月

1 6日までの本件取引 1、平成 19年 8月 22 EIから平成 21年 3月 16 [:1ま

峰雄室長選宰L;/てみ 99[E 8t.II 8tiO y¥r河 台[: 8 [関誌ヌ7. /~O rro7. 
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の本件取引 3)及びその子会主じであったクラヴィスとの関(平成 13年 10 

FJ 2 6 Hから平成 19年 8FJ 2 2日までの本件取引 2)で総統的な金銭消費貸

街取引を行っていたところ、被作訴人において支払った利忠のうち利息制限法

i条 1現(平成 18年法律第 11 5号による改正前のもの)所定の利息の Hjrl限

額を超える部分 CH月以脳過部分)を元金に充当すると過払金が生じているとし

て、不当利千!?返還請求維に基づき過払金元金(本件取引 1につき 13 2万 73 

7 6 fTl、本件取り12及び 3を----Jili一体のものとして 9万 3237!T]) 、平成 2

1年 4Fl 2 3 EIまでの確定法定手IJ怠金c-本件取引 lにつき 10Ii15771司、

本件取引 2 及び 3 を~.，....-辿 J体のものとして 7 2 4 Pl)及びJ:記過払金元金合

142万 o6 1 3 p~ に対する i利 n 2 4 EIかち支払済みまで氏法所定の年 5分の

合による法定利息金の支払を求める。

21zii1111決

本件取引 2 及び 3 は---@…休のものと認められ、段 ~î，長人及びクラヴィスが
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意:の受益者であったという舵定を獲す持設の事博の

求を全て認容した。

第 3 事案の概要

1 本fl二の事案の概要は、次項以下において当容における当事者の主張を付

はないとして、被賠訴人の

加する法か、原半Ij決「事実及び理由j の「第 2 事案の概要J記裁のとおり

あ w 。

2 当審における控訴人の主 11~

JJJT *IJ決ほクラヴィスから賠訴人へ契約J二の地位が移転したと判断した o

投獄人とクラヴィスとの間の業務提携史家守護(乙 8)において、併作的

{責務引受けに関する約定はあるが、契約上の地位の移転に関する約定はない。

このことは、控訴人とクラヴィスが業務提挽契約に当たり契約上の地位を移転

る日の合意を秘倒的に排除したことを窓味する。

た、被控訴人は控訴人の民謡iへ行き、段訴人と基本拠約を締結した
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で問訴人から金誌を借り入れ、これによりクラヴィスに対する借入金の残

の交毛jJAに志するというものでは

るのが自然である奇

完済した。その!擦の被控訴人のj沼、設は、

く、借換えをするというものであった

第 4 当裁判所の判断

1 ~1':IJ 断の 'I'\J'

持訴人とクラヴィスが締結した平}~え 1 9年 6月 18 EJ利け業務院携契約

は、控訴人においてクラヴィスの顧客のうち 'IHiitlが選定した者を対象として継

続的金銭治資貸借取引を行い、クラヴィスが該刷特に対して負担する利息返

還抜務等を併存iめに引き受ける自の内容であった。そして、開訴人は、上記の

とおり選定された版容と紋統的金銭消費貸出取引を行うに当たり、当該顧客の

ラヴィスに対する貸金返還提務等に相J当する金員を貸し付けて当該顧客の依

頼によりこれをクラヴィスに山桜振り込んで支払う旨の定出申込を)目立し、

lu] 年 8日 22 [1 に被控訴人との金室長消炭貸出 11支出の開始にさi たりこれを被t~訴

人に作成させ、被陀訴人のクラヴィスに対する貸金返還債務等に総当する金員

を毛皮附訴人に貸し付けたーとで直接クラヴィスに支払つ~。

これらの事実を前提とすると、 i二記業務提院契約は佐訴人がクラヴィス

のu袋-良顧客をそのまま引き継ぐことを主眼としたものであり、上記定恕申込

も当絞Fm容のクラヴィスに対する{実務を陵訴人に対する債務に切り替え、クラ

ヴィスとの取引関係変終了させる効果を怠隊|したものであったといえ、これを

法的にみるならばクラヴィスと段訴人との需において金銭消費貸出契約 jこの

る地殺の移転がされたものと312倒される。また、被間訴人が残高確認書兼

振込代行申込書に署名して控訴人に従出した L:で県議なく控訴人との取引を継

続していることに鑑みると、被段訴人は|ニ記契約一i二の地位の移転を少なくとも

黙示に承諾したと認められる。

そして、賠訴人及びクラヴィスが思;註の受益者であったという捻定を器

す特段の l!'sJの がされたとはいえない D
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したがって、本仲治ヲ12及び 3辻… a 迎の取引として出‘算すべきであり、

本件取引 1について原判決別紙計算書 iのとおり、本件11文512J及び 3について

阪判決別紙計算書 2のとおり、それぞれ過払金が先生したものと認められるか

ら、被開訴人の;請求はJJJI[1]があeJo

当裁判所が上記のとおり判断する町出は、百穏における段訴人の主張に対す

る?ji日断を付加するほか、原判決 及び上!日 EI:i Jの f第 3 午1-)点に対する ~I~!JHif 記

械のとおりである c

z 当誌における控訴人の主張に対する判断

搾訴人とその 100%子会社であったクラヴィスが控訴人のグル…プ再編の

として業務提携契約を締結した経称、またその契約書(乙 8)中の「段権移

行j 、 「切替契約」等の文言も債権者の変更を示唆することからすれば、併存的依

務引受けにつき明示的に定める部分を合め、 j二記業務提挽契約は契約の地位の移

転につき定めたものと評価することができ、 f契約上の地位の移転Jという文言が

約中に存どとしないことは上記~PIJ I艇を友おしない。そして、被段訴人は、臼 Et3な

選択によりある貸金業者から借り入れた金民でJJIJの貸金業者へ返済をしたのではな

く、出訴人の!苫舗において定型書式に従い残出確認書業振込代行申込書(乙 2)を

作成して本件借換えを行ったものであり、 ITIJq:r込書中の「契約の切材j という文言

に照らしても、その認識泣借換えではなく、貸主の交誌を承諾するというものであ

ったことが判断される o
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以上によれば、被昨訴人の請求を認容した涼判決は持主であり、本件

訴はfm出がないから来却することとして、主文のとおり判決をする o

福i持高等裁判所辺15額支部民事部
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